
●「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」（概要）● 

 

淀川区社会福祉協議会内に福祉専門職のワーカー（ＣＳＷ）を配置 

した「見守り相談室」を設置し、行政と地域が保有する要援護者情 

報を活用した取組みを進めています。 

※ この事業は大阪市から各区社会福祉協議会に業務委託（契約） 

 

【淀川区独自の取組】 

 全地域に見守り支援員 1名を配置 

 4包括圏域ごとに 1名の見守り支援ネットワーカーを配置 

 

【淀川区社会福祉協議会】 

見守り相談室の業務を実施（右図参照） 

＜機能①＞ 要援護者情報※の整備及び管理 

＜機能②＞ 孤立世帯等への専門的対応 

＜機能③＞ 認知症高齢者等の行方不明時の早期発見              

※ 行政が保有する要援護者情報の対象者 

・介護保険の要介護認定で要介護 3以上の方 

・介護保険の要介護認定で要介護 2以下で認知症高齢者の 

日常生活自立度 2以上の方 

・身体障がい者手帳 1・2級の交付を受けている方 

・知的Ａ、精神 1級、視覚・聴覚 3・4級、音声・言語機能 

3級、肢体不自由 3級の交付を受けている方 

・難病患者で人工呼吸器装着者等の医療機器等への依存の高い方  

 

【各地域】 

地域での見守り活動を実施 

 

＜機能①＞ 

 

＜機能②＞ 

 

＜機能③＞ 

 

資料５ 



 

●「淀川区地域福祉推進ビジョン（淀川区おせっかい共和国宣言）」● 

 

このビジョンは、高齢者、障がい者、子育て、防災等に関する多岐にわたる課題について、淀川区の地域福祉の方向性をまとめたものです。多くの方が

地域福祉について知り、理解が深められるよう幅広く周知し、ビジョンの愛称である「おせっかい共和国宣言」を浸透させていきたいと考えています。 

しかしながら、昨年からは新型コロナウィルス感染症の影響により、これまで通りの活動ができない状況が続いています。新型コロナウィルス感染症発

生の動向等を注視しながら、淀川区役所と地域福祉活動の支援にかかる連携協定を結んでおり地域福祉の推進役である淀川区社会福祉協議会と協働し、

様々な機会を捉えて周知を行ってまいります。 

 

 

 ＜これまでの主な取組＞ 

・淀川区役所１階の区民ギャラリーでパネルを展示、 

パンフレット等を配布   

・淀川区社会福祉協議会主催の行事（淀川区民福祉の 

つどい、地域活動者向け研修会等）でパンフレット 

を配布 

・淀川区社会福祉協議会が、地域・町会単位などで開 

催している高齢者の交流の場や、いきいき百歳体操 

などの介護予防の集いの場などの情報を集約して作 

成している「高齢者の集いの場マップ」の配布に協 

力（今後は、淀川区全域の「高齢者の集いの場マッ 

プ」に加えて地域ごとの「地域のつながり交流の場 

マップ」を作成予定） 

 

これ以外にも、子育て支援、防災への取組み等、各関 

係機関が様々な取組みを行い、地域福祉の推進に取組 

んでいます。 

 


